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且973年戦争権限法の成立過程分析  
－アメリカ連邦議会が示した現実的判断一  

中村 宏美  

1．はじめに議会戦争権限法をめぐる誤解   

アメリカにとってベトナム戦争とは、にがい思い出であると同時に、今でもそこか  

ら何か学ぶべき歴史の一頁として語られる。1973年に成立した戦争権限法は、まさ  

にそのような反省から生まれた法律である。戦争が長期化し、国内への影響が深刻化  

するにつれて、連邦議会も自分たちがインドシナ介入政策形成にどのように関与して  

きたかについて、反省を迫られることになったからである。それはまた、国家の和戦  

に関する判断について、単に大統領の決定を追認するのではなく、議会も共同決定者  

として積極的にかかわっていくのだという、彼ら自身の意志表示でもあった1。だが  

この法律の制定後も、大統領の独断的な軍事行動を防ぐというその立法目的を、十分  

果たしていないという批判が多く寄せられている2。なぜなら大統領の裁量に委ねな  

ければならない点があまりにも多く、議会にとっては、これまで通り受け身にならざ  

るを得ない状況はほとんど変わらないからである3。   

戦争権限に関する最初の法案は1970年に捷出された。以後、両院それぞれで多く  

の関連法案や修正案が提出され、個々の条文・文言がもたらす持つ意味についても、  

慎重に討議された。当初は上院も下院も各々の法案に固執し、二院聞での合意は難し  

いように思われたが、1973年になって両院協議会で安協が成立し、現行法となる最  

終法案が作成されたのである。これらの立法作業の間、法案作成のプロである彼らが、  

法案の欠陥に気づかなかったとは思われない。むしろそれを理解しつつも、最終法案  

はこのような内容にならざるを得なかったのだとは考えられないか。   

ならばわれわれがこの法律について分析する場合、議会が大統領の戟争権限を完全  

にコントロールしようと意図していたことを前提にするのは、そもそも的外れだとい  

うことになる。彼らは多様なアメリカ社会を背景とし、それぞれ異なる利益を持つ選  

挙基盤を代表して、合議体を形成しているのである。両院合わせて535人の議員たち  

全員が、大統領をがんじがらめに縛ろうとしていたわけではないだろう。ではいった  

い、合議体である議会はどのようにこの法案をまとめあげたのか。そして、そこに込  

められた本当の意図は何だったのだろうか。   
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2．法案成立過程における内的要因の重要性   

2．1．戦争権限立法における内的要因と外的要因   

議会の立法過程は、その内的要因、すなわちその構造や議事道営規則から説明する  

ことができる一方で、外的要因からも影響を受ける。戦争権限法に関しても、次の二  

つの外的要因があった。第一の要因は、国際環境の変化である。例えば1970年のカ  

ンボジア介入に際し、ニクソン大統領が議会に何の相談もなく国境を越えて戦争領域  

を広げたことで、J・ウイリアム・フルブライト U．WilliamFulbright）［民主党－アー  

カンソー州］率いる上院外交委員会は態度を硬化させ、インドシナ介入政策への批判  

が高まった。それでもなお、多くの議員たちが大統領に対して公に反対の態度を示す  

ことをはばかっていた。アメリカの、特に自分たちの選挙区から送り出された多くの  

若者が戦地にいる限り、彼ら議員にとって戦争に否定的な意見を表明することは、再  

選の命取りになりかねなかったからである。しかしそれも1973年の南ベトナムから  

の撤退後は、戦争に対する疑問を表明することが可能になった4。   

第二の要因として国内環境の変化、とりわけウォーターゲート事件の影響は、しば  

しば先行研究でもとりあげられるところである。確かにニクソン大統領を懲らしめら  

れるなら、どのような法律でもいいと思って、大統領拒否権を覆す方向に投票したも  

のが多くいるのは、確かである。当初はこの法案が不十分だと反対票を投じた反戦リ  

ベラル派のなかにも、拒否権を覆すこの投票では、賛成に転じたものがいる。だがそ  

れらは決して、内容に納得したわけではなく、あくまでもニクソンに対抗するためで  

あった5。   

このように、これらの外的要因は法案成立そのものを遅らせたり、逆に早めたりL  

た。それゆえ個々の要因が発生した時期が重要であり、なぜ1973年11月にこの法案  

が成立したのか、ということの説明には役立つ。だが本稿の明らかにしたいのは、な  

ぜこのような内容の法律が出来たかであり、そのことについての外的要因の影響は少  

ない。あくまでも法案作りにおいて、ある特定の条項が取捨選択されていくのは、議  

員同士のやりとり、すなわち議会内部できまっていくことだからである。  

2．2．戦争権限法の問題点   

議会の戦争権限強化をうたったのは、主に反戦派リベラルの議員たちであった。  

1960年代末に高まった反戦運動は、いわゆるニューポリティクスの主張と結びついて、  

多くの反戦リベラル派をワシントンに送り込むことに成功した6。そして彼ら反戟リ  

ベラル派がその議席数を伸ばした時期こそ、まさに戦争権限法が審議された4年間に  

当たる。従来の議会政治のありかたに意義を唱えた若手議員たちのイメージもあって  

か、戦争権限法を反戦リベラル派の大勝利だと見る向きは、決して少なくない7。ま   



1973年戦争権限法の成立過程分析135   

た戦争権限法も含めて70年代に大統領権限を制約しようとした立法はみな悪法だっ  

たと非難する保守派もいる8。   

しかしながら、そのような批判は的外れであると言わねばならない。実は法案作成  

の途中、さらには大統領拒否権を覆して法律が成立した時ですら、反戦リベラル派議  

員の多くが、この法律は大統領に対して何の制約も与えないものだと、失望を表明  

していた。たとえば上院の戦争権限法案提出者の一人、トーマス・F・イーグルトン  

（ThomasFEagleton）議員［民主党－ミズーリ州］議員は、「当初、自分が考えてい  

たものとは全く違うものになってしまった」と憤慨したという9。   

彼ら反戦派が失望することになった現行法の内容には、大きく言って次の五つの問  

題点がある10。第一に、海外派兵の条件を、宣戦布告・議会の授権・他国からの攻撃  

または攻撃のおそれに限定している点である。これは一見、大統領の行動を制約した  

ものに見える。だが注意深く読めば、実際にはまだ攻撃が発生していなくてもそのお  

それがあると大統領が判断すれば、彼は議会の事前授権なく行動することを許されて  

いるのが分かる。これは上院案に由来するものであるが、連邦憲法はそもそも、その  

ような緊急権を大統領に明示的に与えてはいない。むしろこの規定によって、大統領  

はそのお墓付きを与えられたともいえる。   

第二に、派兵前及び派遣後も、可能な限り定期的な議会との協議を義務付けている  

点、そして第三に、派兵に関する状況・法的根拠・規模や見通しについて、大統領か  

ら議会に対し書面による定期的な報告を義務付けていることが挙げられる。これら二  

つの規定は下院案に由来し、大統領の決定に関して、議会が「相談と報告」を通じて、  

積極的に彼の決定にかかわっていくことを意図して設けられた項目である。ただし事  

前の相談についても「可能な限り」という但し書きつきのものであり、大統領の判断  

に委ねなければならないところが大きい。   

第四に、議会による授権がない場合の派兵期間を、最長90日に制限している点で  

ある。この規定は、大統領の行動に時間的制約を与えたものである。また大統領の行  

動を取り消すのに、議会の不作為（時間切れや握りつぶし）でもそれが可能になると  

いう点で、議会に強大な権限を与えているように見える。しかし本法成立後、議会の  

事前授権を得なかった米軍海外派遣について言えば、多くの事例が90日以内に終了  

しており、大統領はほとんどの場合、議会に授権を求めていない。軍事作戟そのもの  

が、ベトナムの反省から小規模・短期的なものに変わっていっていた時代に、90日  

はホワイトハウスやペンタゴンの意図する軍事作戦を遂行するには十分な日数であっ  

たといえるであろう。   

また撤退期限までの残り日数を示すタイマーは、第4条（a）、すなわち先述した大  

統領の報告義務規定に該当して、初めて作動することになる。本法成立後、2006年  

までの33年間で、大統領は121回、議会に軍事行動についての報告を提出している。   
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だが1975年のマヤグエス号事件に関するフォード大統領からの報告以外は、すべて  

第4条（a）に定められた状況には該当しない形式、つまり大統領の自主的通告であっ  

た1l。タイマー始動を回避する方法が、大統領にはあるのである。、   

第五に、両院同意決議によって軍の撤退を命じることを可能にする手続を定めたこ  

とである。この条項は、大統領の行為を議会が耽り消すことができるという意味で、  

非常に強力な権限といえる。l矧院同意決議は通常の法的効栄を持つ場合の法案手続と  

違い、大統領の一驚名を必要としないので、大統領拒各棟行佗の余地がないからである。  

これについては、大統領の怠に反した決定をすることをもくろんでいるのだから、大  

統領の署名を必要とする他の法案形式では意味がない、という意見がある。…一方、大  

統領の署名がないのだからこれでは法律としての磐件を－j招福しておらず撫効であると  

いう意見も聞かれるし、いずれにせよ、項鉱取消棒は、現在では最高裁判例によって違  

憲とされている12。   

このように見てくると、峨争枠I牲法の制定とは、少なくとも反戦リベラル派の行き  

過ぎと言えるようなものではなかったことがわかる。彼ら反戦派は、議席数を増やし  

たにもかかわらず、 自分たちの用違を実I祭の最終法案に騰り込むことができなかった  

のである。ではなぜ被らの大統領戦争柵限に対する厳Lい制約という主張は、実現す  

ることなく終わってしまったのだろうか－一J  

2．3．戦争椎限法の内的要川   

従来の戦争権限法に関する研究は、iミに法律の両軍や、制定後の運川状況に関する  

ものがほとんどであった．、lまた我が匝＝こおける研究手法は、外交史的アプローチ、も  

しくは窓法学約分析が主であったl：ミ．二．だが、なぜこのような最終法案ができたのかを  

探るためには、何よりも議会が合議体であることを考慮しなければならない。本稿が  

法律の成立過程における内的安臥 つまり議会が法律を作るメカニズムに着目する理  

由はそこにある。   

そもそもすべての法律は、m＿f二卜両院で多数派の支持を得て通過しなければ成立しな  

い。数多くの関連法案や修正案のなかから凝後に残る法案になるためには、大きく言っ  

て二つの前提がある。それは、ひとつには制度面で、もうひとつにはイデオロギー面  

で、多数派の支持を得ることである（〕この二つの要素は、それぞれ独立したものでは  

なく、両者が相互に作欄しあっている‘ 

①制度面での多数派形成   

法案の行方は、法案成立にいたる一連のプロセスをコントロールする手段を握って  

いる人物たちに左右される。換言すれば、立法過程において影響力を行使するには、  

議事日程や委員会への付託、公聴会の開催、投票方式といった権限を通じて、自らの  

実硯したい政策内容を最終法案のなかに盛り込むことが不可欠なのである㌔これら   
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の権限の所在を定めているのは議事規則や手続、さらには各党の規則であり、これら  

の規則が変更されれば、当然のことながら法案の行方にも影響が現れてくる15。つま  

り、議会の多数派が現状に満足している限り、その議事規則を支持し続けるが、それ  

に不満を持つメンバーが増えてくると、制度の変更を求め、新たな規則によって権限  

は再配分され、自分たちに好ましい立法の結果を導こうとするのである1（う。   

戦争権限法の審議が開始された1970年に議会選骨を支配していたのは、上下両院  

ともに常任委員会であり、その選出は二院とも先任者優先制によっていた。すなわち  

安定した支持基盤を持ち、再選を繰り返す南部民主党議員の動向が、法案の行方を占  

う上で重要だったのである17。両院協議会で作成された戦争権限法の最終法案内容は、  

こうしたキーパーソンの意向や、4年間の審議中に起きた制度変更を反映したものに  

他ならない。  

（卦イデオロギー面での多数派形成   

法案が本会議を通過するためには、その政策はイデオロギー的な多数派、つまり中  

道に最も多く分布する議員たちの選好に近いものでなければならない帽。先に述べた  

ように、委員長たちは確かに強大な権限を握っており、公聴会を通じて法案内容を審  

議し、最終法案の土台となる委員会報告を作成することができた。しかしその上位組  

織である本会議の選好を、完全に無視することはできない19。したがって両院協議会  

で書かれた最終的な戦争権限法の最終法案内容も、上下両院の本会議における多数派  

にとって、受け入れ可能な範囲のなかに収まっているはずである。   

戦争権限法におけるイデオロギー的選好とは、次の二つの軸で問題となる。その二  

つの軸ともが、国家の根幹にかかわる重要な憲法問題である。第一に議会と戦争との  

ありかた、つまり国家の安全保障問題における軸である。戦争時の政策決定には、迅  

速な判断と機密保持が求められるが、合議体である議会がそのような役割を果たすに  

は、困難がともなう。それゆえ、戦争に関する判断に議会が立ち入るよりは、軍の最  

高司令官である大統領に全面的に判断を任せたほうがよいのだという意見が、大統領  

批判の高まっていたベトナム戦争末期ですら、バリー・ゴールドウオーター（BarryM．  

Goldwater）上院議員［共和党－アリゾナ州］のような保守派を中心に見られたので  

ある20。   

第二のイデオロギー軸とは、大統領と議会との関係、すなわち立法によってどこま  

で議会が大統領の権限を規定することができるのかという立法積極主義の問題である  

21。議会は、社会や経済に生じる問題に対応するために、政策を形成することを求め  

られている。本法の審議期間である1970年代初頭には、議会の政策形成能力に疑問  

が付されており、議会自身がそれに対処しようともがいていた時期に当たる。行政府  

が第二次世界大戦以降、政策形成・実行のシステムを拡大させた一方、立法府の機構  

は旧態依然のままで、急速に変化する社会に対応しきれていないとの批判が高まって   
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いた。 だが憲法によって与えられている立法権は、その憲法の定めるところを超えた  

法律を作る権限を持っているのだろうかし二〕   

アメリカの戦争権限は、憲法上、議会と大統領で分かち持たれているが、明確な境  

界線は描かれず、グレーゾーンに残されている㌔過去200年にわたり、議会はつね  

づねこの領域に踏み込むことをためらってきた【二、その間に大統領は、自らにその権限  

があると信じて、議会の意思を問うことなく軍事行動を繰り返してきた。その積み重  

ねが、本来は大統領と対等な立場に置かれていたはずの議会を、著しく劣勢に追い込  

むことになったのである2：i。   

だがベトナム戦争の教訓を踏まえて、議会はついにそこに一歩踏み込み、戦争権限  

法という形で自らの役割を再定義しようとしたL〕ベトナム戦争の泥沼化は、まさに議  

会を積極的な態度に転じさせる契機となったのである2’1、，最初の戦争権限法案を提出  

した下院議員ダン・ファツセル（DanteF；lSCell）卜院．満員［艮主党－フロ1）ダ州］は、「今  

こそ議会は誤った自己認織から自らを解き放ち、議会の森住を果たしていかなければ  

ならない」と説いた25。   

このことを考えれば、戦争権限法は人統領にとってもっと厳しい制約を課す法律に  

なっていてもおかしくはなかった（〕だがそうはならなかったのである（。ここで改めて  

戦争権限法の審議を振り返ってみると、以下の二つの疑問が生じてくるし〕まず反戦リ  

ベラル派が、立法過程をコントロールする手段を持っていたのかどうか、そして次に  

議会多数派は、本当に大統領戦争権限に対する離しい制約を望んでいたのか。，  

そこで反戦リベラル派の限界－とりもなおさず戦争権限法に内在する限好一を明  

らかにするために、以下の三点について検討を加える。節一に、戦争権限法における  

キーパーソンはだれか。第二に、彼らは、立法過梓をコントロールする道具を持って  

いたのか。第三に、彼らの主張は、議会多数派に′受け入れ可能なものであったか、で  

ある。  

3．上下院審議における審議  

3．1．法案作成のキーパーソン   

戦争権限をめぐる審議において、上院、下院それぞれの中心、となったのは、以下  

の二人である。ひとりは保守派下院議員のクレメント・J・ザブロツキ（ClementJ．  

Zablocki）［民主党－ウィスコンシン州］であり、F院の公聴会から最終法案内容決  

定まで強い影響力を発揮した人物である。もうひとりは上院議員ジュイコプ・K・ジャ  

ビッツ（JacobK．Javits）［共和党－ニューヨーク州］議員で、 一貫して上院の戦争権  

限論争をリードし、また議会戦争権限にまつわる著書によって、世間にもこの間題の   
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専門家として有名になった人物である。   

この二人が、戦争権限法案の管轄であった上下院各々の外交委員会において、委員  

長の支持を得ていたのかどうかが、それぞれの法案内容に色濃く反映している。さら  

には最終的な法案内容の決定の場である両院協議会で、二人が対峠した時の結末を決  

めることになったのである。  

3。2．自己変革を迫られる下院   

当時の議会において議事運営が委員長によってとりしきられていたことは、70年  

代初めに新たにワシントンにやってきた反戦リベラル派、すなわち厳しい内容の戦争  

権限法を求める議員たちにとって、不利なことだった26 。下院では、先述したザブロツ  

キの小委員会が、トーマス・E・モーガン（ThomasE．Morgan）［民主党－ペンシル  

ベニア州］外交委員長の意向をうけて、この間題を取りまとめた。モーガン自身はい  

かなる戦争権限立法にも反対であったが、反戦派議員たちが下院内に増えてきたこと  

から、それは避けられないと悟っていた。それで彼の右腕とも言うべきザブロツキに、  

ベトナム政策関連の公聴会をうまく乗り切ったその実績を見込んで、この件でも反戦  

派をさばいてもらおうとしたのである。ザブロツキ自身も保守的な民主党員で、冷戦  

コンセンサスの持ち主でもあった。だが当初はベトナム戦争を支持していたものの、  

このころには介入政策に疑問を抱くようになってきていたという27。   

下院審議は、第91議会第2会期（1970年1月－11月）の、6月の公聴会から始まっ  

た。ザブロツキはその開始にあたって、この小委員会は、特定の大統領を非難したり  

償いを求めたりするつもりはなく、大統領と同様に議会が、自らの戦争権限を責任を  

持って行使することができるようにするのが目的だと述べた。そして「大統領と議会  

が、お互いへの尊敬と最大限の協調をもって」事にあたれるような仕組みを探そうと  

呼び掛けた28。   

彼は同年、反戦派たちから提出された数多くの法案を総括する案を作成し、11月  

16日に本会議を通過させた29。この法案は上院で否決されたために成立せず、翌第  

92議会（1971－72年）にほぼ同じ内容で提出されて、71年8月2日に再度下院で可決  

となった30。彼がまとめたこの下院案の趣旨は、大統領が派兵する前には、可能な限  

り議会に相談するように要望し、また事前授権なく兵が送られた場合には、速やかに  

議会に報告するよう義務付けるものだった。議会がその決定にできる限り関与するこ  

とによって、国家安全保障の向上をねらったもので、公聴会のはじめに述べたように、  

必ずしも大統領の行動を制約することが目的ではなかったのである31。   

ホワイトハウスは基本的にあらゆる戦争権限法案に反対の立場をとっていた。だが  

ヘンリー・A・キッシンジャー （HenryA．Kissinger）国家安全保障担当大統領補佐官は、  

大統領拒否権行使の政治的ダメージを回避するために何らかの立法に安協しなければ   
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ならない場合には、このザブロツキ案なら受け入れ可能だと認めたという32。このよ  

うに1972年まで、ザブロツキは外交委員長の意向にそって公聴会を運営し、反戦派  

たちを取り込みながらも、基本的には大統領に対して法的拘束ではなく、努力目標し  

かあたえていない法案を作り上げて、行政府とも良好な関係を保っていた。   

しかしながら1973年に入ると、事態は大きく変わってくる。3月に行われた公聴  

会の結果、小委員会はいくつかの重要な変更を加えて、5月3日に新たな下院共同決  

議案第542号を提出したのである：i：】。そこには、大きな二つの変化があった。先に述  

べた法律の第四の問題点である、事前授権なく海外派遣された米軍に撤退期限を設け  

る条項と、第五の問題点、両院同意決議による大統領への撤退命令を定めた条項が、  

導入されたのである。これらは、議会にとってあたらしい権限を生み出すものであり、  

大統領が下した決定を議会があとから塗り替えられる効果をもつ、大統領にとっては  

望ましくない法案になったのである3－l。  

①制度：委員長権限のゆるやかな衰退   

まず第五の問題点に関連する、下院両院共同決議案第542号の第4条（c）を見て  

見よう。   

（略）議会による宣戦布告もしくは特定の授権がなく合衆国軍が領域もしくは属  

領、準州外における敵対行剃こ投入された場合はいつでも、議会が両院同意決議  

によってそう命じることにより、大統領はかかる軍隊を撤退させなければならな  

い。   

ザブロツキは、もともとこのような条項を入れることに乗り気ではなかった。両院  

同意決議という法的拘束力のない手法で大統領の行為を取り消す旨の条項には、違憲  

のおそれがあり、大統領に拒否権行使の口実を与えてしまうからである。いくら強力  

な権限であっても、使えなければ意味がない、というのが彼の考えであった：i5。しか  

しながら、最終的にこの条項は下院案に採用されることになる。   

なぜ、このような大きな変化が起きたのだろうか。そしてなぜザブロツキはそれを  

認めたのだろうか。それは1973年にはさしものザブロツキも、もはや反戦リベラル  

派の声を無視できない状況になっていたからである。もちろん彼自身が、公聴会での  

さまざまな意見を聞いて、心境が変化したということも考えられるだろう。またこの  

ころまでには下院内でも戦争権限立法への関心がさらに高まり、議員たちの知識も高  

まってきていた3（ミ。   

さらに議会内の手続の変化を見ても分かるように、反戦派は議会内での影響力を少  

しずつ強めていた。1973年、民主党はそれまで先任者優先制によって決めていた委  

員長ポストを、民主党全議員集会における秘密投票での候補選任へと改めた。つまり  

委員長は、そのポストを維持したければ、党内の議員全員の意向をこれまで以上に気  

にしなければならなくなったのである37。新たにワシントンにやってきた議員たちに   



1973年戦争権限法の成立過程分析141  

も、こうして少しずつ発言力を行使する場が与えられるようになった。1973年の戦  

争権限法案審講は、まさにその権限再配分のさなかに行われたのである。法案内容の  

変化は、そのことを反映している。   

だが下院最終法案は、その道用に大統領の幅広い裁量を許している点で、必ずしも  

反戦リベラル派たちの満足いくものではなかった。彼らには、ザブロツキの意向に沿  

わないような内容を下院最終法案に挿入し、それを両院可決に導くだけの力は、まだ  

なかったのである。下院は、自らの制度、すなわち立法過程の内的要因に関する変革  

を、ちょうど始めたところであった。古い下院から新しい下院への過渡期であるがゆ  

えに、委員長たちはたとえ任命面において制約を課せられても、まだそれ以外の多く  

の権限を掘っており、立法過程への影響を十分行使することができたのである38。  

蓬〕イデオロギー：ザプロツキ案の絶妙なバランス   

ザブロツキが作り上げたのは、議会に憲法の意図を超えるような強力な権限を与え  

ながらも、実際には大統領に行動の自由を与える、という相反した効果をはらんだ法  

案であった。もしも反戦リベラル派の主張が、本会議におけるイデオロギー的選好と  

近いものであったら、ザブロツキは本会議を通過させるために、もっと彼らの意見に  

配慮したかもしれない。しかし本会議における採決は餐成244、反対170で、反戦派  

の反対票は、ザブロツキ法案の採択を脅かすにはいたらなかった。   

おそらく彼のまとめた法案は、下院通過を可能にする絶妙な落とし所であったとい  

えよう。制度変化の時を迎えつつあった下院は、反戦派と保守派の影響力の混在する  

場であった。これ以上大統領に厳しくても、あるいは甘くても、委員会案の本会議通  

過はありえなかったのである。そのことを確認するために、現行法の第四の問題点に  

関連する、第4条（b）、事前授権がない場合の撤退期限を定めた条項について見てみ  

よう。  

報告書が提出された後、又は第3条により提出するよう要求された後120暦日  

以内に、議会が宣戦布告か、軍隊の使用を授権したのでない限り、大統領はかか  

る報告に関する合衆国軍隊のいかなる投入も終了させなければならない。   

現行法の規定は両院協議会の結果、90日となっているが、もともと下院案ではそ  

れより長い120日が許されていたのである。この120日という期限に関して、反戦リ  

ベラル派議員の多くが、不満を持っていた。例えばエリザベス・ホルツマン（Elizabeth  

Holtzman）［民主党－ニューヨーク州］下院議員は、議会の授権なしには、大統領に  

は1日たりとも戦争をすることはできないのだと、不支持を表明した39。このように  

下院案には、この条項が事実上の大統領にとって何の制約にもなっていないことを理  

解している者が多かった亜。  

しかしながらチャールズ・ワレン（CharlesWhalen，Jr．）下院議員［共和党－オハイオ州］  

は、異なる視点から委員会に疑問を投げかけた。議会が何もしなくても、時間さえ経   
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てば大統領の送った軍を撤退させらるというのは、憲法の意図に沿わないのではない  

かというのである。彼は、一度行われた大統領の行為を議会が取り消すのだから、そ  

れは不作為ではなく、具体的な行動、すなわち議会決議が必要であるとして、その旨、  

修正案を出したのである。   

これは賛成200、反対211で、からくも可決を免れた4l。だが、ワレン案に対する  

賛成票の多さは、ザブロツキ案に対する下院メンバーの複雑な状況を物語っている。  

すなわち大統領に制約を課すことを望んではいても、必ずしも議会が憲法によって与  

えられている権限を越えることを欲してはいなかったのである。このように下院は、  

これ以上憲法の枠を踏み越えるような立法を許すとは思えない状況にあったのであ  

る。  

3．3．自己反省する上院   

下院においては、保守的な外交委員長の意をうけたザブロツキが、新人議員である  

反戦派たちを取りまとめる形で法案作成を進めたが、－－¶川▼－■方で上院でも第92議会1971  

年3月から審議が始められた。  

①制度：温存された委員長権限   

上院は総議席数が全部で100と、下院定員の435よりも少なく、またその選挙区は  

ひとつの州全体にわたる。それゆえ草の根遊動を展開した反戦グループにとって、彼  

らの候補を上院に送り込むのは、容易なことではなかった。またアメリカの議事カレ  

ンダーは2年を1議会と数え、その2年目の11月には選挙が行われる。だが下院議  

員が2年ごとにすべて改選対象になるのと違って、上院の任期は3議会6年である。  

したがって全議席一度に改選対象となるではなく、3分の1ずつが時期をずらして行  

われるので、実は非改選対象として残る議員が3分の2もいる。上院には世論の変化  

がゆるやかにしか現れないのである。   

それゆえ上院における議会の戦争権限強化の動きは、‾‾F院と異なる性格を帯びてい  

た。インドシナ介入が徐々に進展していった1960年代を、まさに政策決定過程の一  

端としてキャピトル・ヒルで過ごした議員たちが、まだたくさん残っていたのである。  

つまり上院の戦争権限論争とは、自分たちが歴代大統領の政策を安易に受け入れすぎ  

たことの強い反省から、生まれたものだったのである㌔   

そもそも上院は、その選出方法から見てもわかるように、下院のポピエリスト的な  

気風と違って連邦主義的な伝統を持っており、よむ）広い視野を持って政策を作成する  

ように期待されている43。また条約批准の権限を持つことからも、外交政策により深  

くかかわることになる。その筆頭となったのが、フルブライト外交委員長であった。  

彼は、ベトナム介入に関する大統領への白紙小切手とも言われるトンキン湾決議（1964  

年）を可決させた中心人物の一人であった。しかし行政府から情勢について関する情   
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報を与えられておらず、また十分に審議を尽くさないまま軍事介入を授権したことへ  

の反省から、1970年の同決議廃止に尽力した。また戦争の早期終結を求めるいわゆ  

る反戦決議や、インドシナ介入に関する軍事費支出を制約することで、戦争を終わら  

せようとする努力を外交委員会において行っていた堪。   

共和党リベラル派で、外交委員のひとりであったジャビッツが行おうとした戦争権  

限論争とは、こうした上院におけるベトナム戦争を止めるための一連の努力のなかに、  

位置づけることができる。彼は、ボブ・ドール（BobDole）上院議員［共和党－カン  

ザス州］とともに、1970年6月15日に上院法案第3956号を提出した。だが実質審議  

が行われることなく会期末を迎えたために、ジャビッツは再び同じ内容の法案、上院  

法案第731号を翌1971年に提出し、以後一貫して、上院の戦争権限論争における理  

論面でのリード役となった。   

71年には他に、ロバート・タフト（Robert′mft，Jr．）［共和党－オハイオ州］が上  

院両院共同決議第18号、イーグルトンが上院両院共同決議第59号を提出しており、  

これら3つに関して、外交委員会において3月から10月までの10日間、フルブライ  

トを議長として公聴会が行われた。その間、軍事委員長ジョン・C・ステニス 00hn  

C．Stennis）［民主党－ミシシッピ州］によるものも含めて、さらに3法案が捷出され  
た。これら法案の提出者たちが共同提案者となって、外交委としてまとめた上院法案  

第2956号が、12月6日に提出されたのである45。これは翌72年の4月に、67対16  

で本会議において可決されたが、この時点ではまだ下院案との差が大きく、結局成立  

にはいたらなかった46。そこでジャビッツは、これを修正することなく1973年、第  

93議会に上院法案第む拍号として再提出し、7月20日に上院を通過させた47。   

つまり上院で基本となった法案は、71年の公聴会によってまとめらたものであり、  

その後ほとんど変わらないまま、73年の両院協議会のテーブルにおかれることにな  

る。二度の上院本会議の投票結果は、第92議会が賛成68、反対16、そして第93議  

会で賛成72、反対18、の圧勝であった。では、この賛成票の数を根拠にして、ジャビッ  

ツが制度的な多数派の支持を得ていた、と言ってよいのであろうか。果たして彼は、  

上院の議事運営をコントールできる手段を持っていたのだろうか。   

上院の議事規則では、議事妨害（フィリバスター）や全員一致（ユナニマス・コン  

セント）の原則に見るように、建前上は少数派の意見が尊重されることになっている0  

また下院が明文化された詳細な議事規則を持ち、それをもとに規則委員会が議事をコ  

ントロールできるのとは違って、上院では個々の議員の礼儀やモラルを信用するとい  

う伝統から、不文律の慣例が、議事進行のなかでも大きな意味を持ってくる。しかし  

自分の案に反対するものが一人でもいないように調整するのは、並大抵のことではな  

い。実際に準備するためには、委員長を中心とした意見調整が不可欠だったのである。  

やはり、先任者優先制に基づいて権限を得た委員長たちが法案の行方をつかさどって   
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いたしは、‾、Ir院のように、それに意義をとなえる議員歴の若い議員たちからのチャレ  

ンジというのも起きていなかった－1リ。   

おもしろいことにイーグルトンは後lI、上院での戦争権限立法は、「最初から最後  

までジャビッツひとりのゲームだったし、」と述懐しているし）戦争権限立法の意義を積  

極的に認めていた上院議員は、ジャビッツとイーグルトンのみであって、この件に関  

して彼らには、内部での後ろ盾がいなかったというし1他の議員は外交委員会メンバー  

ですら、内容を十分熟知していなかったというのである51｝。そんななかでベトナム戦  

争支持派、南部民主党員のステニス軍事委員長が、戦争権限法の共同掟案者として名  

をつらねたことには、大きな意味があったt〕   

ステニスは、基本的にはベトナム戦争賛成の、‡域は朋さなかったが、なんらかの戦  

争権限、用ミはされなければならないと考えていて、ジャビッツらに刈●し、保守派19  

名の票の取りまとめを約束したというnlい確かにステニス里甘安を＝長の支持を得たこ  

とは、保守派の抵抗を和らげた一・ご丈で、本会溝吋決の可能性を高めたかも知れない。し  

かしながら、戦争権限在法の管糟糠は外交愛鳥会にあり、公聴会運常や委員会報告は  

もちろんのこと、両I院協議会が行われた場合の最も強力な揺誰捌こなるはずの存在で  

あるフルブライトの支持は、決して堅固なものではなかった、j   

たとえば例えば撤退期限までの残I＝］数を計るタイマーに関して、上院案は第5条  

で以下のように定めている〔，  

本法第3項の規定によって開始された敵対行動は、議会がその意図を持って規  

定する特定の 立法措附こよらない限りは、I朴始‖から3（＝1を超えて継続されて  

はならない。   

この文言からは、トンキン湾決議の教訓、すなわち議会が、1榊考えていたよりも大  

きな権限を大統領に結果として与えてしまったという反省が見て取れる。授権決議の  

撤退期限のタイマーを120rヨにセットしていた下院案と比べると、上院案は30日と  

短い時間しか、大統領に与えていない。だがフルブライトは、120日という時間は確  

かに抜け穴になってしまう可能性があるものの、実際のところ、緊急事態において当  

該軍事力の行使が必要かどうかを議会が判断するのはそれぐらいの時間が必要である  

のも事実だと、1973年の委員会報告で個人意見を付している 

またこれ以外にも、フルブライトはジャビッツがまとめた上院案では効果が不十分  

な点があるとして、実際に第92、93会議で修正案を出しているlニ】そのひとつは、本  

法の問題点の一つ目として先に挙げた、大統領が海外派兵できる場合として列挙され  

ている項目のなかのひとつ、攻撃のおそれ、を削除することであった。，フルブライト  

委員長は、「大統領に抜け穴を与えないように」というジャビッツたちの熱心さが、  

かえって裏目にでていると判断していた。．そして緊急事態を事前にすべて委員会が網  

羅して法律に含むというのは無理であるし、かえって大統領に大きな裁量を与えてし   
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まっていると、批判したのである㌔ もうひとつほこの法律が発生した場合の遡及効  

果を認めるようにする（すなわちベトナム戦争にも適応されるようにする）ことであっ  

た5：i。修正であるから、フルブライトは、立法そのものに反対していたわけではない。  

だがジャビッツの練り上げた法案内容が、十分に効果をもっていると信じていたわけ  

でもなかったである。  

せ）イデオロギー：立法の力にこだわったジャビッツ   

上院がジャビッツの提唱する戦争権限法案を十分に共有しえなかった背景として、  

上院外交委員会のプライオリティの問題が考えられる。イデオロギー面での第二の軸、  

すなわち議会積極主義における選好のずれが、ジャビッツを孤独な立場に追い込んだ  

のである。   

フルブライトは、ベトナム戦争をやめさせる一連の努力の中でも、戦争に関連する  

支出を制限することで、それを達成しようとした。かつてアメリカ連邦主義の礎を築  

いたフェデラリストたちは、連邦政府があたかも専制君主のように窓意的に戦争をし  

かけることを恐れて、「剣と財布は同じ手に握らせてはならない」と述べた5‾l。つま  

町財布の力とは建国の父たちによってお墓付きを与えられた、憲法問題を気にするこ  

となく安心して使える議会の武器だったのである。   

上院外交委員会は、1969年から財政権限を通じて戦争をやめさせようと努力して  

いた。そして1973年6月にはイーグルトン修正案を成立させ、カンボジアとラオス  

への爆撃停止を大統領につきつけた。これは、大統領拒否権によって実現しなかった  

ものの、クリフォード・ケース（ClifEordPCase）議員［共和党－ニュージャージー州］  

とフランク・チャーチ（FrankChurch）議員［民主党－アイダホ州］による、いわゆ  

るケース・チャーチ修正案によって議会は再度、カンボジア爆撃停止を可決した。こ  

れによって大統領は議会側との妥協を余儀なくされ、6月29日には、カンボジア爆  

撃の8月15日以降の停止を決定させられたのである55。   

このように財政権限を用いた制約は、徐々に効力を発揮し始めていた。フルブライ  

トら外交委員会メンバー は自信を強めていたはずである。ましてや1973年3月には  

米軍撤退完了が実現しており、戦争をとめることに関して、それまでのような焦燥感  

はうすれつつあった。その一方でジャビッツは、軍事費をコントロールするやり方は  

「戦争権限法が成立してこそ、［大統領への］優れた裁可になるが、決して戦争権限そ  

のものの代わか）にはならない」と考えていた56。彼は、戦争権限立法こそ、大統領に  

対する唯一の制約たりえると考えていたのである。だがこのような彼の危機感を、上  

院メンバーは共有していたとは言えないのである。   
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4．両院協議会における決着  

4．1．リベラル派の失望  

1973年5月、ジャビッツは戦争権限立法の必要性を広く国民に訴えるため、『戦争  

を始める者』という本を出版して気勢をl二げた㌔またこの年に大幅な変更がなさ  

れた下院案に関しては、自分たちの法案と近くなってきており、両院の妥協の可能  

性が高まったと評価した。両院協議会開催が近づくにつれ、世論の期待もまた高まっ  

た。『ニューヨークタイムズ』紙社説は、たとえ大統領拒否権を乗り越えられないと  

しても、両院が一致して大統領に立法府の権限を行使する意志を見せつけなければ  

ならないのだと、議会にエールを送った5ボ 

両院協議会は、10月3日に合意に述した‖だがその結果の両院協議会報告に、ジャ  

ビッツの主張が通った痕跡を見ることはできず、むしろ卜院代衣ザブロツキが交渉  

を優位に進めたことがわかる【1例えば戦争椎限法そのものが、そのような法形式を  

とるかについて、ジャビッツはAct（法）という名称にこだわっていたが、覇牒㌻lr  

院寒が示したJointResolution（共同決議）に満ち溶いている5～’。   

さらに彼自身が盟友イーグルトンに対して、この件だけは絶対に譲れないと打ち  

明けていた撤退期限までの［1数に関してまでも仙、大幅な妥協を強いられたのであ  

る。以下は、両院協議会にて作成された最終法案における軍事介入期間の制約に関  

する条項、第5条（b）である。一  

大統領は、報告吾が提班され、又は第4条（a）墳（1）によを）提出するよう  

要求された後、いずれか早い期I二はむ）暦で60【†以内に付託された報告（若しく  

は要求により付託した報告）にかかわる合衆国軍隊のいかなる使用も終了させ  

なければならない。ただし、次の場合はこの限りではない。．   

（1）連邦議会が宣戦布告をしもしくは合衆国軍隊の当該機用についての特定の  

権限を制定した場合   

（2）連邦議会が法律によって上記の6（〕［i間の期限を延長した場合   

（3）合衆国に対する武力攻撃の結果として連邦議会が物理的に開くことが出来  

ない場合  

この60日の期間は、大統領が合衆国軍隊の安全に関する不可避の軍事的必要に  

より、軍隊の継続使用が、合衆国軍隊の迅速な撤退を行う過程において必要で  

ある旨を決定し、議会に書面でこれを立証する場合にはさらに30日を超えない  

期間延長するものとする。  

先述したように120日を認めた下院案に対して、反戦リベラル派を中心に不満があ  

がっており、ジャビッツが両院協議会で健闘することは、彼ら下院反戦派の願いで  

もあった－う1。にもかかわらず、結果的に合計90日という最終法案が通ったことで、   



1973年戦争権限法の成立過程分析147  

彼らほ、大紋領に対する白紙小切手も同然だと失望したという62。なぜ、ジャビッ  

ツはこのような条項をのんだのか。それは、ジャビッツが制度的にもイデオロギー  

的にも、議会多数派の支持を得られなかったからである。  

4．2．ジャビッツの限界  

①制度的な少数派   

まず、ジャビッツの上院内における立場の弱さが、両院協議会でも彼の足かせに  

なった。下院代表のザブロツキは、自らの小委員会運営を通じて、病にあったモー  

ガン外交委員長に代わり、戦争権限立法のかじ取りを行った。この件に関して彼は、  

ほぼ委員長と同等の権力を握っていたといってよい63。一方、ジャビッツは名の適っ  

たリベラル派とはいえ、少数党の一員にすぎず、上院の議事をコントロールするよ  

うな手段を持っていなかった。フルブライト上院外交委貞長は、ジャビッツに反対  

していたわけではないが、かといって彼の法案に全面的に賛成していたわけでもな  

かった。交渉の場でザブロツキが自信満々で、絶対後には引かない姿勢を見せてい  

たのに射し、上院民主党が、実質交渉責任者に選んだエドモンド・マスキー（Edmund  

Muskie）議員［民主党－メイン州］は、上院案を守るのにそれほど熱心ではなかっ  

たという朗。   

そのような状況下では、いくらジャビッツひとりが意気込んでも、交渉を有利に  

運ぶことは難しかったであろう。そのことを示すひとつのエピソードがある。ザプ  

ロツキはジャビッツが『戦争を始める者』を出版して世間からの注目を集めていた  

ことは、かえって両院協議会の交渉では不利になると見ていた。なぜならこうして  

彼が有名になった以上、なんとしても法律を成立させねばならなくなったと、ザブ  

ロツキは踏んでいたからである。そのためにはジャビッツは望まぬ妥協もしなけれ  

ばならないだろうから、自分は絶対に妥協しないのだと語ったという拓。つまりい  

くら世間の耳目を集めても、議会の制度内での影響力を確保する手段を持っていな  

ければ、最終法案に自分の意図を盛り込むことはできないということである。  

壇）イデオロギー的な少数派   

またイデオロギー的に見ても、戦争権限法に関するジャビッツら反戦派の理解と、  

議会多数派とのそれとは寵離していた。ジャビッツの理想主義的な態度は、下院を  

率いたザブロツキの現実的な態度と際立っていた。審議を 通じてジャビッツはしば  

しば、大統領に抜け穴を与えぬよう、完壁な法律にしなくては、と発言した。必要  

であれば違憲性の恐れのある条項を挿入することも恐れるべきではない、とまで言  

い切った。それに対してザプロツキは、「もし違憲性の問題が適切に解決されないな  

ら、〔大統領はそれを理由に拒否権を発動できるから〕、我々は弱い立場にとどまっ  

ている」と非難し、反論しかけたジャビッツを遮って「上院での議論は、違憲性の   
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問題を十分に吟味してきていない」と切り捨てた㈲。   

そもそも戦争権限をめぐって建国の父たちは大統領と議会の権限分立の分かれ目  

をあえて明確にせず、「トワイライトゾーン」に残したのだと、ザブロツキは考えて  

いた－う7。将来のどのような緊急事態が起こるのかをすべて予測することはできない  

から、というのがその理由であった。同様に、戦争権限法を作るにあたっても、詳  

細な手続を事前に定めておくことが、本三11にアメリカの安全保障にとって望ましい  

ことなのかという反対意見は、立法そのものに反対する議員たちも含めて多く見ら  

れた。   

ジャビッツとザプロツキ、二人の発雷は、議会がどのような存イl三であるのか、つ  

まり立法府の自画像をめぐる対二立であったといえるし1ジャビッツは、より積極的な  

議会の姿を求め、強力な権限を議会自らに作り目そうとした、－ しかし多くの同僚た  

ちは、憲法起草者たちの意図から逸脱することは望んではいなかった。ともすれば  

理想主義的に走りがちな反戦リベラル派たちのような比ノノを共れ－していたとは言え  

ないのである。根っからのハト派、イーグルトンに．㌻わせれば、ザプロッキは「〔議  

会の〕戦争権限など、はなから信じてはいなかった」ということになる砧しt，   

ザブロツキは、法案成立のために妥協しようなどとは思っていなかった．，むしろ  

成立を焦っていたのは、ジャビッツのほうであるとi一㌻わねばならない〔，協議会前には、  

絶対に妥協しないと言っていたにもかかわらず、であるし、成、‡から12年彼のフォー  

リン・アフェアーズ誌で、械は両院協議会の結果を振り返り、「オリジナルの卜院案  

のほうが優れてはいた」と未練を見せている一一一一方で、現行法は、チャダ対移民局判  

決以後ですら、この法律はなんらダメージを受けてはいないと述べ、その結▲射こ満  

足していることを窺わせた榊、二～   

おそらくジャビッツは、これ以卜t′lらの意見を過しても、法案が成、上する見込み  

は低いのだという判断を下したのであろう「二ジャビッツがザブロツキに折れざるを  

えなかったのは、あくまでも彼自身の制度的、イデオロギー的な議会内の、エ場の脆  

弱性である。一方のザブロツキは、どのような法律なら下院で多数を得られるのか、  

またホワイトハウスは納得させられるのか、ということを白らの経験から判断でき、  

そしてそれに必要な交渉事腕を持っていた。。まさに紙は、モーガンの意向に忠実に、  

その役割を果たしたのである。   

結局のところ、議会が支持したのは、このような現実的な判断であったJそれゆ  

え一度は大紋領にとって赦しい法案を吋決した上院本会議も、両院協議会の内容を  

受け入れたのである。議会のありかたをめぐって、反戦リベラル派は自分たちの目  

的達成のために、立法の力を最大限に行使しようとしていた。一方、委員長たちは、  

よを）現実的な大統領を縛る枠組みを探ろうとして、憲法の範囲内にとどまろうとし  

たのである。そして多数派は、より現実的な委員長たちの判断を支持し、それが織   
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り込まれた最終法案を受け入れたのだといえる。  

5．おわりに合議体としての議会が生み出した戦蟄権限法  

もしジャビッツの上院案が通っていれば、大統領に対するもっと有効な制約が  

実現していただろうか。こう問いかけたのは、歴史家アーサー・シュレシンジャー  

（ArthurM．Schlesinger）である。1988年、戦争権限を再考するための上院特別委員  

会において、証人として招かれていた彼はこう続けた。「上院案が実現していたとし  

ても、おそらく現状の戦争権限法と同じく、役に立ってはいなかっただろう。」7r｝   

この言紫は、立法の力、すなわち戦争権限法が抱える限界を示しているように思  

われる。ベテラン議員たちが繰り返したように、緊急事態におけるすべての事柄を  

予測し、法案に盛り込むというのには、撫理があった。戦争権限法が持つ大統領へ  

の制約の甘さというのは、予期しえなかった欠陥ではなく、むしろ議会が慎重に議  

論を重ねた結果の産物であるといえる。つまり合議体としての議会は、もともと大  

統領に厳しい制約を課そうとは思っていなかったのである。   

戦争権限法の内容は、その審議期間である1970年から73年の、議会の制度的、  

イデオロギー的様相を如実に反映している。まず下院においては、先任者優先制に  

よって委員長に与えられていた権限が徐々に剥奪されていくという、まさに過渡期  

に当たり、法案内容の変遷はそれに一一致している。新たに選出された反戦派議員た  

ちは、数の上でその発言力を増してはいても、手続や規則上、審議過程をコントロー  

ルする道具をまだ握っていなかったので、その意図を十分に法案に反映させること  

ができず、運用面での大統領裁量を許す内容になってしまったのである。   

その一方で上院は、大統領に制約を与える方法として、立法の力よりも財布の力  

を行使することを好んだ。そして両院とも、大統領に制約を与えることを望みなが  

らも、決して非現実的な選択はせず、委員長たちの判断を優先した。したがってこ  

の法案を管轄する上F両院の委員長が、積極的な支持を与えているかどうかが、最  

終法案内容を決める上での重安な鍵となったのである。   

議会の戦争権限の再建というのは、まさに議会全体にとって必要な利益であり、  

決して反戦リベラル派のみの目的ではなかった。彼らにとって法案を書いていくこ  

とは、インドシナ介入における意思決定モデルをアメリカ外交のなかの逸脱事例で  

あったと解き明かすことであった。つまり戦争をとめるためのものではなく、戦う  

アメリカについてのあるべき姿を描き出し、正しい軌道にもどすために必要な作業  

であったのである。それは同時に、軍事政策における大統領との共同決定者であり  

たいという保守派の積極的な願望につながるものでもあった。ステニス上院軍事委   
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員長は、ベトナム戦争とニクソン大統領を支持する立場を決して変えなかった。彼  

が戦争権限立法に賛成したのは、かつてない犠牲を国民に強いながらも、自分たち  

がそれに対して貴任ある行動をとってこなかったからである。   

それゆえ以後の議会は、80年代に軍事委員長を務めたサム・ナン（SamNunn）［民  

主党－ジョージア州］の言葉に見られるように、戦争を、たんなる戦術ではなくて  

「国際政治の文脈とかかわる戦略的なものとしてとらえ、政治の問題は自分たち政治  

家が責任を持つべき」だという論理を展開した。だから財政権限を行使するにあたっ  

ても、必ずしも財布のひもを締めることを意図していたのではなく、自らがイニシ  

アチブをとって使い方を決めていくことが望みであった。自ら必要だと判断するな  

ら、一度は削減した軍事費を再び増大することにも、抵抗はなかったのである71。  

議会の責任、という言葉は、議会復権期においてまさしく免罪符であった72。   

戦争権限法の内容は、彼らが立法過程を通じて生み出した、自らの立法府の自画  

像とも言うべき産物である。議員たちは、再選のために巨Ⅰ先の業績を上げることに  

とらわれているように見える。かといって、そのためにむやみに自分の主義主張を  
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UniversityPress，2006），243．外交委員会に比べれば、軍事委員会のほうが反戦リベラル派のメ  
ンバーが少なく、その道好は保守的になることは否めない。この点にも、ベトナムの反省にも  
かかわらず、反戦リベラル派が十分にその影響力を確保できなかったことが見て取れる。砂田、  
109、114。  

72 ヵーターからレーガン政権にかけての軍の再整備を以て、ベトナム症候群は克服されたと  
見る者もいる。JerryK．Sweeneyandothers，Alhndbook〆AmericanMWitaYymStOYy：jbm  

theRevolutiona7TI俺rtothe伽sent，ed．JerryK．Sweeney；2ded．（Lincoln，Nebr．：University  
ofNebraskaPress，2006），255．   
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